
（参考）

令和3年度の支部別収支差（地域差分）の保険料率換算

（※　保険料率換算は、令和3年度の総報酬額の実績に基づく参考値である。）

(a) (b) (a)/(b)*100

（百万円） （百万円） （％）

46 鹿 児 島 ▲286 1,300,920 ▲0.02 (36)

・ 令和5年度都道府県単位保険料率の算定においては、令和3年度の都道府県支部ごとの収支における収支差（地域差分）
について精算する必要がある。当該収支差は、プラスの場合は収入に加算し、マイナスの場合は絶対値の額を支出に加算す
る。

・ 令和5年度都道府県単位保険料率算定の際の精算に係る保険料率は、令和3年度の支部の収支差（地域差分）を令和5
年度の総報酬額の見込額で除したものになるため、表中の保険料率換算（収支差（地域差分）を令和3年度の総報酬額の実
績で除したもの）とは異なる。

　　　　　　資料３-２

支部別収支差
（地域差分）

総報酬額（3年度実績） 保険料率換算

（順位）


